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ＢＲ－５１０－０７
平成２２年１２月２７日
（財）日本建築センター

手数料一覧表
＜性能評価＞

（単位：円 非課税）
１ （建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１１条の２の３第３項第４号の規定によ．

る）

性能分野 評 価 の 内 容 手数料

構造安全 法第２０条第１号（第２号ロ、第３号ロ及び第４号ロを含む）の認定
性能 Ⅰ にかかる評価（時刻歴応答解析を用いた建築物）

円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 500,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 800,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 1,200,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 1,500,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 2,000,000

円構造安全 法第２０条第２号イ及び第３号イの認定に係る評価 [構造の種別ごと］ 1,500,000
性能Ⅴ （構造計算プログラム）

円浄化槽等 法第３１条第２項の認定に係る評価（屎尿浄化槽） 400,000
性能

円令第３５条第１項の認定に係る評価（合併処理浄化槽） 800,000

円令第２９条の認定に係る評価（便所の構造） 400,000

円令第３０条第１項の認定に係る評価（特殊建築物及び特定区域の便所 400,000
の構造）

円建築材料 法第３７条第２号の認定に係る評価 320,000
の品質性
能

円換気設備 令第２０条の２第１号ニの認定に係る評価（特殊建築物の居室の換気 400,000
性能 設備）

円令第２０条の３第２項第１号ロの認定に係る評価（調理室等の換気設 400,000
備）

円居室・換 令第 ２ ０ 条の ７第１ 項第四 号表及 び令 第 ２０条の ８第２項 400,000
気設備の の認定に係る性能評価（機械換気設備等）
性能

円令第２０条の８第１項第一号 ロ (1) の認定 に係る性能評価 400,000
（空気浄化機械換気設備 ）

円令第 ２０ 条の８第１項第一号 ハの認定に係る性能評価 （中 400,000
央管理方式 の空気調和設備）

円令第 ２０条の９の認定 に係る性能評価（居室） 400,000

円耐久性能 令第２２条の認定に係る評価（最下階の床に係る防湿性能） 400,000

円令第２２条の２第２号ロの認定に係る評価（地階の住宅等に係る防水 400,000
性能）
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円構造安全 令第６７条第１項の認定に係る性能評価（鉄骨造の特殊な接合方法） 400,000
性能 Ⅳ

円令第６７条第２項の認定に係る性能評価（鉄骨造の特殊な継手又は仕 400,000
口）

円令第６８条第３項の認定に係る性能評価（特殊な高力ボルト） 400,000

防災性能 令第１０８条の３第１項第２号の認定に係る評価（主要構造部の耐火
性能）

円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 300,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 450,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 600,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 800,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 1,000,000

令第１０８条の３第４項の認定に係る評価（防火区画の開口部設備の
性能）

円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 250,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 400,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 550,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 700,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 850,000

令第１２９条の２第１項の認定に係る評価（階避難安全性能）
円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 350,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 500,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 700,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 900,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 1,100,000

令第１２９条の２の２第１項の認定に係る評価（全館避難安全性能）
円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 350,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 500,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 700,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 900,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 1,100,000

円配管設備 令第１２９条の２の５第２項第３号の認定に係る評価（飲料水の配管 400,000
性能 設備）

円防火設備 令第１１２条第１４項第１号の認定に係る評価（自動的に閉鎖又は作 400,000
等性能 動する防火設備：防火区画）

円令第１１２条第１４項第２号の認定に係る評価（自動的に閉鎖又は作 400,000
動し、遮煙性能を有する防火設備：防火区画）

円令第１１２条第１６項の認定に係る評価（風道に設ける防火設備） 400,000

円令第１２６条の２第２項の認定に係る評価 自動的に閉鎖又は作動し（ 、 400,000
遮煙性能を有する防火設備）

円令第１２９条の１３の２第３号の認定に係る評価（自動的に閉鎖又は 400,000
作動する防火設備：非常用エレベーターの設置を要しない建築物の100
㎡区画）

円令第１３６条の２第１号の認定に係る評価（自動的に閉鎖又は作動す 400,000
る防火設備：防火・準防火区域内の建築物の外壁の開口部）
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円令第１４５条第１項第２号の認定に係る評価（自動的に閉鎖又は作動 400,000
し、遮煙性能を有する防火設備：道路内建築物と道路の区画）

円令第１１５条第１項第３号ロの認定に係る評価 建築物に設ける煙突（ ） 400,000

円令第１２６条の５第２号の認定に係る評価（非常用の照明装置） 400,000

円令第１２９条の２の７第３号の認定に係る評価（冷却塔設備の内部の 400,000
構造）

円令第１２９条の１５第１号の認定に係る評価（避雷設備） 400,000

円昇降機 令第１２９条の４第１項第３号の認定に係る評価（エレベーターの構 500,000
性能 造上主要な支持部分）

円令第１２９条の８第２項の認定に係る評価（エレベーターの制御器） 300,000

円令第１２９条の１０第２項の認定に係る評価（エレベーターの制動装 400,000
置）

円令第１２９条の１０第４項の認定に係る評価（エレベーターの安全装 700,000
置（令第１２９条の１０第３項第一号 ））

円令第１２９条の１２第２項の認定に係る評価（エスカレーターの構造 500,000
上主要な支持部分）

円令第１２９条の１２第５項の認定に係る評価（エスカレーターの制動 400,000
装置）

円令第１２９条の２の５第１項第３号ただし書の認定に係る評価（昇降 400,000
路内の配管設備）

円構造安全 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの認定に係る評価（煙突及び 800,000
）性能Ⅵ 煙突の支線

円令第１４０条第２項の認定に係る評価（鉄筋コンクリートの柱等） 800,000

円令第１４１条第２項の認定に係る評価（広告塔又は高架水槽等） 800,000

円令第１４３条第２項第の認定に係る評価（乗用エレベーター又はエス 800,000
）カレーター

円令第１４４条第１項第１号ロ又はハ（２）の認定に係る評価（遊戯施 800,000
設）

円遊戯施設 令第１４４条第２項の認定に係る評価（主要な支持部分） 500,000
性能

円令第１４４条第１項第３号イの認定に係る評価（客席の構造） 300,000

円令第１４４条第１項第５号の認定に係る評価（非常止め装置） 400,000

構造安全 規則第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）及び（２）並びに同項
性能 Ⅲ の表３の各項の認定に係る評価（図書省略）

円・床面積の合計が ㎡以内のもの500 250,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの500 3,000 350,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの3,000 10,000 450,000
円・床面積の合計が ㎡を超え、 ㎡以内のもの10,000 50,000 700,000
円・床面積の合計が ㎡を超えるもの50,000 1,000,000
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（備考）
法第２０条第１号（構造安全性能Ⅰ 、令第１０８条の３第１項第２号及び第４項、令第１２９条）

、 （ 、 ） 、の２第１項 令第１２９条の２の２第１項 以上 防災性能 並びに規則第１条の３第１項第１号イ
同号ロ（１）及び（２）並びに同項の表３の各項の認定に係る評価（構造安全性能Ⅲ）のうち、既に
評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあっては、床面積の合計は当該変更に係る部分に
ついて算定するものとする。

２ （建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１１条の２の３第５項の規定による）．
一 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であって、国土交通大臣が安全上、防火

上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合
は、１．の表の区分に応じ、１０分の１の額とする。


